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(57)【要約】
【課題】　特に体圧が作用したり、体勢が変化したりし
た場合でも、体液が漏れ出ることがない体液処理用品を
提供する。
【解決手段】　シャーシ２のアウタ９外側には、体液処
理用品１５が取り付けられている。ライナ８およびアウ
タ９のクロッチ域７には、これらライナ８およびアウタ
９を貫通する孔１６が形成される。体液処理用品１５の
内外面シート１８，１９の外周に亘って互いに接合し、
内外面シート１８，１９で袋体を形成する。内面シート
１８には開口２５を形成し、開口２５の縦方向Ｙの前後
に、体液等を収容可能な前後収容領域がそれぞれ形成さ
れる。体液処理用品１５の開口２５は、ライナ８および
アウタ９に形成された孔１６と一致するように取り付け
られ、開口２５の開口縁が第１接着手段４９を介して、
アウタ９に接合されている。内外面シート１８，１９の
間には、これらを接合する接合部２８が形成されている
。接合部２８は、複数の線条によって形成され、これら
接合部によって第１通路が形成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体前方から後方に延びる縦方向および前記縦方向に直交する横方向と、身体側に位置
する不透液性の内面シートおよびその反対側に位置する不透液性の外面シートを含み、前
記内外面シートによって袋体が形成され、前記内面シートには、前記袋体内部に体液の流
入を可能とする開口が形成され、前記内外面シートが互いに離間することによって前記内
外面シートの間に体液の収容領域が形成される体液処理用品において、
　前記開口の開口縁と前記袋体の周縁との間には、前記内外面シートを実質的に接合する
接合部が形成され、前記接合部によって、前記開口と前記収容領域とを通液可能にする第
１通路が形成され、
　前記収容領域は、前記第１通路と前記袋体の周縁との間に形成されることを特徴とする
前記体液処理用品。
【請求項２】
　前記袋体の周縁は、前記縦方向に延びる両側縁と、前記横方向に延びる前後端縁とを含
み、前記接合部と、少なくとも前記前後端縁との間には、前記内外面シートが実質的に互
いに接合されることのない第１非接合領域が形成され、前記第１非接合領域によって前記
収容領域が形成される請求項１記載の体液処理用品。
【請求項３】
　前記接合部は、複数形成され、前記第１通路は、少なくとも前記横方向に隣り合う二つ
の前記接合部の間において形成される請求項１または２記載の体液処理用品。
【請求項４】
　前記第１通路の前記横方向外側には、前記接合部と前記両側縁の少なくともいずれか一
方との間で第２の通路が形成され、前記第２の通路は、その前後端のいずれか一方を前記
収容領域に臨ませている請求項２または３に記載の体液処理用品。
【請求項５】
　前記袋体は、前記縦方向の寸法を二等分する横中心線を含み、
　前記第１通路および第２通路は、前記横中心線に平行な線で切断したときに、それら切
断面が、少なくとも前記内外面シートと前記接合部とによって環状に形成され、前記第１
通路の環状を形成している周の長さよりも、少なくともいずれか一方の前記第２通路を形
成している周の長さのほうが長い寸法関係を有する請求項４記載の体液処理用品。
【請求項６】
　前記第１通路は、前記横方向に複数形成され、
　前記第１および第２通路は、前記横中心線に平行な線で切断したときのそれら切断面が
真円を形成した場合には、前記第１通路の切断面の合計面積よりも、前記第２通路の切断
面の合計面積の方が大きくなる請求項５記載の体液処理用品。
【請求項７】
　前記接合部は、少なくとも線条の接合線によって形成される請求項１～６のいずれかに
記載の体液処理用品。
【請求項８】
　前記第１通路は、前記接合線間の寸法が最も小さい部分によって形成される請求項７記
載の体液処理用品。
【請求項９】
　前記内外面シートの間には、前記体液を吸収し保持することが可能な吸液構造体が形成
される請求項１～８のいずれかに記載の体液処理用品。
【請求項１０】
　前記吸液構造体は、前記収容領域に形成される請求項１～９のいずれかに記載の体液処
理用品。
【請求項１１】
　前記開口と前記接合部との間には、前記内外面シートが実質的に互いに接合されること
のない第２非接合領域が形成される請求項１～１０のいずれかに記載の体液処理用品。



(3) JP 2010-82256 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【請求項１２】
　縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前記縦方向に連なる前ウエスト域
、後ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域とを有するシャーシを
含む着用物品において、
　少なくとも前記クロッチ域に位置する請求項１記載の体液処理用品を含み、
　前記体液処理用品の開口が、前記クロッチ域に位置することを特徴とする前記着用物品
。
【請求項１３】
　前記体液処理用品は、前記シャーシの前記身体側とは反対側に形成され、前記シャーシ
は、少なくとも前記クロッチ域において前記体液処理用品の前記開口に対して体液の流入
が可能に形成されている請求項１２記載の着用物品。
【請求項１４】
　前記シャーシは、前記クロッチ域に孔が形成され、
　前記孔を介して前記体液処理用品の前記開口に対して体液の流入が可能とされ、前記孔
と前記開口とが重なる請求項１３記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、体液処理用品およびこれを含む着用物品に関し、さらに詳しくは体液処理
用品を有する使い捨てのおむつ、排泄トレーニングパンツ、失禁ブリーフ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、袋状の吸収体物品に開口を形成し、開口に向かって尿が排泄されるものとして例
えば特開２００５－３２３７９７号公報（特許文献１）が公知である。開口と袋状の吸収
体物品の底部との間には尿を分散させるガイドシートを形成し、ガイドシート側縁を吸収
体で覆うことによって尿を吸収するようにしている。ガイドシートと開口との間にはスキ
ンコンタクトシートを形成し、排泄された尿が着用者に接触するのを予防している。
【特許文献１】特開２００５－３２３７９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　吸収体物品内に吸収された尿は、例えば体圧が作用すると吸収体から尿が滲出する。吸
収体から尿が滲出した状体で、着用者が寝返りを打ったり四つん這いになったりすると、
尿が袋状の吸収体物品の内部を移動して、開口から漏れでてしまう可能性がある。
【０００４】
　この発明では、特に体圧が作用したり、体勢が変化したりした場合でも、体液が漏れ出
ることがない体液処理用品およびこれを含む着用物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は第１の発明と第２の発明を含む。
　第１の発明は、身体前方から後方に延びる縦方向および前記縦方向に直交する横方向と
、身体側に位置する不透液性の内面シートおよびその反対側に位置する不透液性の外面シ
ートを含み、前記内外面シートによって袋体が形成され、前記内面シートには、前記袋体
内部に体液の流入を可能とする開口が形成され、前記内外面シートが互いに離間すること
によって前記内外面シートの間に体液の収容領域が形成される体液処理用品の改良に関わ
る。
【０００６】
　この第１の発明は、前記体液処理用品において、前記開口の開口縁と前記袋体の周縁と
の間には、前記内外面シートを実質的に接合する接合部が形成され、前記接合部によって
、前記開口と前記収容領域とを通液可能にする第１通路が形成され、前記収容領域は、前
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記第１通路と前記袋体の周縁との間に形成されることを特徴とする。
　接合部において、内外面シートを実質的に接合するとは、内外面シートを直接接合する
場合のみならず、他のシート等の部材を介して、これら内外面シートを接合する場合を含
むことを意味する。
【０００７】
　好ましい実施態様のひとつとして、前記袋体の周縁は、前記縦方向に延びる両側縁と、
前記横方向に延びる前後端縁とを含み、前記接合部と、少なくとも前記前後端縁との間に
は、前記内外面シートが実質的に互いに接合されることのない第１非接合領域が形成され
、前記第１非接合領域によって前記収容領域が形成される。
【０００８】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記接合部は、複数形成され、前記第１通路は
、少なくとも前記横方向に隣り合う二つの前記接合部の間において形成される。
【０００９】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記第１通路の前記横方向外側には、前記接合
部と前記両側縁の少なくともいずれか一方との間で第２の通路が形成され、前記第２の通
路は、その前後端のいずれか一方を前記収容領域に臨ませている。
【００１０】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記袋体は、前記縦方向の寸法を二等分する横
中心線を含み、前記第１通路および第２通路は、前記横中心線に平行な線で切断したとき
に、それら切断面が、少なくとも前記内外面シートと前記接合部とによって環状に形成さ
れ、前記第１通路の環状を形成している周の長さよりも、少なくともいずれか一方の前記
第２通路を形成している周の長さのほうが長い寸法関係を有する。
【００１１】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記第１通路は、前記横方向に複数形成され、
前記第１および第２通路は、前記横中心線に平行な線で切断したときのそれら切断面が真
円を形成した場合には、前記第１通路の切断面の合計面積よりも、前記第２通路の切断面
の合計面積の方が大きくなる。
【００１２】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記接合部は、少なくとも線条の接合線によっ
て形成される。
【００１３】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記第１通路は、前記接合線間の寸法が最も小
さい部分によって形成される。
【００１４】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記内外面シートの間には、前記体液を吸収し
保持することが可能な吸液構造体が形成される。
【００１５】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記吸液構造体は、前記収容領域に形成される
。
【００１６】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記開口と前記接合部との間には、前記内外面
シートが実質的に互いに接合されることのない第２非接合領域が形成される。
【００１７】
　第２の発明は、縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前記縦方向に連な
る前ウエスト域、後ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域とを有
するシャーシを含む着用物品の改良に関わる。
　この第２の発明は、前記着用物品において、少なくとも前記クロッチ域に位置する第１
の発明に記載の体液処理用品を含み、前記体液処理用品の開口が、前記クロッチ域に位置
することを特徴とする。
【００１８】
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　好ましい実施態様のひとつとして、前記体液処理用品は、前記シャーシの前記身体側と
は反対側に形成され、前記シャーシは、少なくとも前記クロッチ域において前記体液処理
用品の前記開口に対して体液の流入が可能に形成されている。
【００１９】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記シャーシは、前記クロッチ域に孔が形成さ
れ、前記孔を介して前記体液処理用品の前記開口に対して体液の流入が可能とされ、前記
孔と前記開口とが重なる。
【発明の効果】
【００２０】
　第１の発明の体液処理用品袋体において、内外面シートを互いに接合する接合部を含み
、接合部の間には、内面シートに形成された開口と収容領域とを通液可能にする第１通路
が形成されることとしたので、袋体の開口から流入した体液は、第１通路を介して収容領
域に収容される。第１通路を形成することによって、開口から流入した体液を収容領域に
拡散させることができる。体液が収容領域で拡散するので、この体液が開口へと逆流する
のを抑制することができ、開口からの体液等の漏れを抑制することができる。
【００２１】
　第２の発明の着用物品において、少なくともクロッチ域に体液処理用品を位置させ、袋
体の開口が、クロッチ域に位置することとしたので、例えばおむつなどの着用物品を用い
た場合には、尿を体液処理用品の袋体で保持することができる。したがって、着用物品か
らの尿等の漏れを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　着用物品として使い捨ておむつを用い、この発明の一例を説明する。
【００２３】
　図１はおむつ１の着用状態を示したものであり、図２は、図１の両側縁の接合を解いた
ときの、おむつ１の平面図であり、それぞれ説明のためその一部を破断している。図２で
は、おむつ１が平らになるように各弾性体の伸縮力が作用していない状態を示している。
図３は図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図、図４は図２のＩＶ－ＩＶ線断面図である。おむつ
１はシャーシ２と、ウエスト弾性体３と、レッグ弾性体４とを含む。シャーシ２は、縦方
向Ｙに連なる前ウエスト域５、後ウエスト域６、これら前後ウエスト域５，６間に位置す
るクロッチ域７を含むとともに、横方向Ｘの寸法を二等分する縦中心線Ｐ－Ｐと、縦方向
Ｙの寸法を二等分する横中心線Ｑ－Ｑとを有している。
【００２４】
　シャーシ２は、身体側内面を形成するライナ８と、その反対側外面を形成するアウタ９
とを含み、これらライナ８とアウタ９との間にウエスト弾性体３およびレッグ弾性体４を
介在させている。ウエスト弾性体３およびレッグ弾性体４は、少なくともライナ８および
アウタ９のいずれか一方に接合している。シャーシ２は、縦方向Ｙに延びて前ウエスト域
５に位置する前ウエスト側縁１０と、後ウエスト域６に位置する後ウエスト側縁１１と、
クロッチ域７に位置するレッグ側縁１２とを含む。
【００２５】
　シャーシ２は、縦方向Ｙに直交する横方向Ｘに延びるシャーシ前後端縁１３，１４を含
む。レッグ側縁１２は、クロッチ域７において縦中心線Ｐ－Ｐに向かって湾曲し、レッグ
弾性体４は、レッグ側縁１２に沿って、伸長状態で収縮可能に取り付けられる。ウエスト
弾性体３は、シャーシ前後端縁１３，１４に沿って、横方向Ｘに伸長状態で収縮可能に取
り付けられる。前ウエスト側縁１０と、後ウエスト側縁１１とは、互いに接合され、これ
ら前後ウエスト域５，６を連結して、パンツ型のおむつ１が形成される。
【００２６】
　アウタ９の外側には、体液処理用品１５が取り付けられている。体液処理用品１５は、
少なくともクロッチ域７に位置し、このクロッチ域７から前後ウエスト域５，６に向かっ
て縦方向Ｙに延びている。
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　ライナ８およびアウタ９のクロッチ域７には、これらライナ８およびアウタ９を貫通す
る孔１６が形成されている。この孔１６を介して体液処理用品１５が露出される。孔１６
は、横中心線Ｑ－Ｑよりも前ウエスト域５側であって、着用者の外性器に対応する位置に
形成する。したがって、孔１６を介して外性器が体液処理用品１５に臨む。
【００２７】
　図５は体液処理用品１５を示したものであり、説明のためその一部を破断している。図
示したように、体液処理用品１５は、ほぼ同大であって矩形の内面シート１８と外面シー
ト１９とを含み、これら内外面シート１８，１９の縦方向Ｙに延びる両側縁２０，２１と
横方向Ｘに延びる前後端縁２２，２３とを互いに接続している。すなわち、内外面シート
１８，１９の外周に亘って互いに接合することによって、これら内外面シート１８，１９
で袋体２４を形成している。内外面シート１８，１９には、不透液性のフィルムを用いる
ことによって、袋体２４全体を不透液性としている。内面シート１８には、開口２５を形
成している。袋体２４の内部には、開口２５の縦方向Ｙの前後に、体液等を収容可能な前
後収容領域２６，２７がそれぞれ形成され、両側縁２０，２１および前後端縁２２，２３
を袋体２４の周縁としている。
【００２８】
　上記のような体液処理用品１５の内面シート１８は身体側に位置するとともにシャーシ
２のアウタ９に接合されている。体液処理用品１５の開口２５は、ライナ８およびアウタ
９に形成された孔１６と一致するように取り付けられ、開口２５の開口縁が第１接着手段
４９を介して、アウタ９に接合されている（図１および図２参照）。第１接着手段４９は
、開口２５を囲むように開口縁に沿って形成され、開口２５と孔１６とが離間しないよう
にしている。したがって、孔１６に臨む外性器は、体液処理用品１５の開口２５に臨み、
排泄された尿は開口２５から袋体２４の内部に収容される。孔１６と開口２５は、外性器
が収まる程度の大きさに形成されている。
【００２９】
　内外面シート１８，１９の間には、これらを接合する接合部２８が形成されている。接
合部２８は、第１接着手段４９には重ならないようにその外周側に形成されるとともに、
線条を有し、開口２５の開口縁と袋体２４の周縁との間に複数形成されている。接合部２
８は、縦中心線Ｐ－Ｐに対して傾斜する第１接合線２９および第２接合線３０と、縦中心
線Ｐ－Ｐに略平行に延びる第３接合線３１とを含む。第１接合線２９は図面右下がりに傾
斜し、第２接合線３０は図面右上がりに傾斜し、これら第１接合線２９と第２接合線３０
とは、横方向Ｘに交互に配置されている。
【００３０】
　第１接合線２９，第２接合線３０および第３接合線３１は、それぞれ両側縁２０，２１
および前後端縁２２，２３には接触することなく、間隔を形成している。すなわち、第１
～第３接合線２９～３１と前後端縁２２，２３との間には、これら接合線が形成されない
第１非接合領域が形成され、これら第１非接合領域によって前後収容領域２６，２７が形
成される。前収容領域２６側では、第１接合線２９と第２接合線３０、第１接合線２９と
第３接合線３１、および第２接合線３０と第３接合線３１によって形成され開口２５から
前収容領域２６に向かって離間寸法が小さくなる漏斗状の前方第１通路３３が各一箇所ず
つ形成される。後収容領域２７側では、第１接合線２９と第２接合線３０とによって開口
２５から後収容領域２７に向かって離間寸法が小さくなる漏斗状の後方第１通路３４が三
箇所形成される。
【００３１】
　開口２５と両側縁２０，２１の間には、第３接合線３１が間欠的に縦方向Ｙに並び、こ
れら第３接合線３１の間であって、側縁２０側には第１接合線２９が形成され、側縁２１
側には第２接合線３０が形成される。これら第１接合線２９と第３接合線３１との間、第
２接合線３０と第３接合線３１との間には、側方第１通路３５が形成される。
【００３２】
　開口２５から、第１～３接合線２９～３１までの間には、接合部２８が形成されない第
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２非接合領域３６を形成している。すなわち開口２５の開口縁では、内外面シート１８，
１９が重なり合っているだけであって、これらが接合されていない。第２非接合領域３６
は、第１接着手段４９に重なるように形成されている。前後方第１通路３３，３４の横方
向Ｘの外側では、前後収容領域２６，２７を連通する第２通路３８が形成される。第２通
路３８の横方向Ｘの第２寸法は、前後方第１通路３３，３４の横方向Ｘの第１寸法よりも
大きくしている。第２通路３８は、横方向Ｘの最も外側に位置する前後方第１通路３３，
３４と両側縁２０，２１とによって形成されている。この実施形態では、両側縁２０，２
１から前方第１通路３３までの寸法と、両側縁２０，２１から後方第１通路３４までの寸
法とが異なるから、それぞれ前後において第２通路３８の第２寸法が異なることとなるが
、いずれにしても、前後方第１通路３３，３４の第１寸法よりも大きくなるようにしてい
る。
【００３３】
　前後収容領域２６，２７には、前後吸液構造体４０，４１をそれぞれ形成している。前
後吸液構造体４０，４１は、高吸収性樹脂やフラッフパルプ等によって形成される吸液性
芯材をティッシュペーパ等の液拡散シートで覆うことによって形成され、それぞれ第２接
着手段５０を介して外面シート１９に接合されている。前吸液構造体４０よりも後吸液構
造体４１のほうが、その面積を大きくしている。おむつ１の着用状態においては、前収容
領域２６が着用者の腹側に位置し、後収容領域２７が着用者の股下および背側に位置する
から、排泄された尿は着用者の起立状態において後収容領域２７に向かって移動する。し
たがって、後吸液構造体４１を大きくして、その吸収能力を向上させている。
【００３４】
　上記のような構成において、開口２５に向かって尿が排泄されると、尿の水圧によって
内外面シート１８，１９が互いに離間し、第２非接合領域３６に尿が一時的に保持される
。着用者の立位状態では、尿は第２非接合領域３６から股下側に向かって流れようとする
ので、一時的に保持された尿は、主に後方第１通路３４に向かって流れる。後方第１通路
３４は第１および第２接合線２９，３０によって漏斗状に形成されているので、第２非接
合領域３６の尿が、後方第１通路３４に集められて、通過する。後方第１通路３４を尿が
通過する場合には、内外面シート１８，１９が互いに離間し、筒状の通路を形成する。後
方第１通路３４を通過した尿は、後収容領域２７に導かれる。後収容領域２７には後吸液
構造体４１が形成されているので、尿はこの後吸液構造体４１に吸収および保持される。
【００３５】
　図６（ａ）は図５のＶＩ－ＶＩ線断面図であってその一部を省略したものであり、図６
（ｂ）は内外面シート１８，１９が離間したときの模式図である。図示したように、後方
第１通路３４の横方向Ｘの外側には、後方第１通路３４の横方向Ｘの第１寸法よりも大き
い第２寸法を有する第２通路３８が形成されている。
　さらに、後方第１通路３４によって環状の周Ｃ１が形成され、第２通路３８によって環
状の周Ｃ２が形成されている。
【００３６】
　後方第１通路３４の周Ｃ１の長さは、第１および第２接合線２９，３０の厚さ寸法と、
これら第１接合線２９から第２接合線３０までの内外面シート１８，１９の横方向Ｘの長
さ寸法との和であり、第２通路３８の周Ｃ２の長さは、第１または第２接合線２９，３０
の厚さ寸法と、これら第１または第２接合線２９，３０から側縁２０，２１までの内外面
シート１８，１９の横方向Ｘの長さ寸法との和である。後方第１通路３４の第１寸法であ
る内外面シート１８，１９の横方向Ｘの長さ寸法よりも、第２通路３８の第２寸法である
内外面シート１８，１９の長さ寸法を大きくすることによって、後方第１通路３４を形成
する周Ｃ１の長さよりも、第２通路３８を形成する周Ｃ２の長さを長くすることができる
。
【００３７】
　図６（ｂ）は、内外面シート１８，１９が離間して、後方第１通路３４と第２通路３８
とが、真円を画いた場合を示している。仮に、後方第１通路３４および第２通路３８が真
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円を画くようになった場合には、３箇所の後方第１通路３４の周Ｃ１の合計面積よりも、
２箇所の第２通路３８の周Ｃ２の合計面積の方が大きくなるようにしている。
【００３８】
　上記のようなおむつ１において、前後方第１通路３３,３４は、前後収容領域２６,２７
に対して通液可能に形成されている。すなわち、開口２５から流入した尿は前後方第１通
路３３,３４を介して前後収容領域２６,２７に通液されるが、尿は前後方第１通路３３,
３４を通過した後、面積の広い前後収容領域２６,２７に拡散される。尿が拡散されるこ
とによって、前後方第１通路３３,３４に流入し難くなり、この尿が開口２５へと逆流す
るのを抑制し、結果としておむつ１からの尿漏れを抑制することができる。
【００３９】
　また、第２通路３８の前後端を前後収容領域２６,２７に臨ませ、後方第１通路３４と
第２通路３８との寸法関係を上記のようにすることによって、吸液構造体に吸収されなか
った尿が後収容領域２７から前収容領域２６へと移動するような場合でも、尿は第２通路
３８に優先的に導かれる。すなわち、立位の状態から、横になったり、四つん這いになっ
たりした場合には、後収容領域２７から前収容領域２６へと尿が移動する可能性があるが
、尿は第２通路３８を介して前後収容領域２６，２７を移動するだけであり、第１通路に
は流入し難い。したがって、尿が第１通路を介して開口から漏れるのを抑制することがで
きる。
【００４０】
　同様に、前収容領域２６から後収容領域２７へと尿が移動するような場合であっても、
前方第１通路３３によって、尿が開口２５から漏れるのを抑制することができる。
　さらに、前収容領域２６には、前吸液構造体３６を形成しているので、尿が前後に移動
した場合には、後吸液構造体３７で吸収しきれなかった尿が前吸液構造体３６で吸収され
、前収容領域２６によって保持されるので、より一層尿が開口２５から漏れるのを抑制す
ることができる。
【００４１】
　後方第１通路３４は、開口２５から後収容領域２７へと尿が通過した後は、再び内外面
シート１８，１９が重なり合い、筒状になった通路を閉鎖するようにして、その通路とし
ての機能を失う。したがって、前後に移動する尿は、後方第１通路３４を通過しにくくな
り、この後方第１通路３４を介して開口２５へと尿が逆流するのを抑制することができる
。
【００４２】
　前後方第１通路３３，３４を、傾斜した第１および第２接合線２９，３０によって形成
することとしたので、接合部２８を漏斗のような形状にすることができ、開口２５に排泄
された尿を捕集して前後収容領域２６，２７に導くことができる。したがって、前後方第
１通路３３，３４が狭い場合であっても、多くの尿を前後収容領域２６，２７に導くこと
ができる。また、前後方第１通路３３，３４を狭くすることができれば、第２通路３５と
の流路面積の差が大きくなるから、尿が前後収容領域２６，２７の間を移動するような場
合であっても、その分第２通路３８に優先的に尿が導かれるから、尿が前後方第１通路３
３，３４を通ることを抑制することができる。したがって、尿が前後方第１通路３３，３
４を介して開口２５から漏れでるのをより一層抑制することができる。
【００４３】
　前後方第１通路３３，３４を漏斗のような形状にすることによって、開口２５から前後
収容領域２６，２７に向かう場合には、尿を捕集することができる一方、前後収容領域２
６，２７から開口２５に向かう場合には、尿が分散されるようになる。したがって、前後
方第１通路３３，３４に流入しようとする尿を少なくすることができ、より一層開口２５
からの漏れを抑制することができる。
【００４４】
　この実施形態では、着用物品としてのおむつ１において、尿を体液処理用品１５に収容
することができるので、開口からの漏れがない限り収容袋外に漏れることがない。すなわ
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ち、着用物品とは別体の体液処理用品１５で尿を吸収・保持するので、着用物品であるお
むつ１からの尿漏れを飛躍的に抑制することができる。しかも、このような袋で尿を受け
るので、大量の尿が排泄されても、この尿を袋内で保持することができ、こまめにおむつ
を交換する必要がなくなり、より長時間のおむつ１の着用が可能になる。
【００４５】
　体液処理用品１５の内外面シート１８，１９は、不透液性のフィルム等を用いることが
でき、シャーシ２のライナ８およびアウタ９は、透液性の繊維不織布等を用いることがで
きる。また、各シートは、一枚の不織布またはフィルム等で形成してもよいし、２枚以上
を重ね合わせて形成してもよい。
　体液処理用品１５には、開口２５がひとつだけ形成されるようにしているが、例えば後
収容領域２７に開口２５とは別に開口が形成されるようにしてもよい。この場合には、便
用として別に形成された開口を利用することができる。接合部２８は直線の接合線によっ
て形成されることとしているが、曲線でもよい。また、必ずしも線条である場合に限らず
、例えばドット状またはこれらの組み合わせであってもよい。いずれにしても、第２通路
よりも寸法の小さい第１通路が形成されるものであればよい。また、接合部２８の数が多
くなれば、それらの間隔が狭くなり、第１通路の幅も狭くなるので、より一層第１通路へ
の体液の流入を抑制することができる。接合部２８は、接着剤、サーマルまたはウルトラ
ソニックボンド等の慣用技術によって形成される。おむつ１としてプルオン・パンツ型の
ものを示しているが、着用時に前後ウエスト域を連結させるオープン型のものでもよい。
【００４６】
　接合部２８は、内外面シート１８，１９を直接接合することにより形成しているが、内
外面シート１８，１９を他のシート等の部材を介して接合してもよい。他の部材を介して
接合した場合には、内外面シート１８，１９の離間距離を大きくすることができるので、
第１および第２通路の断面における周の長さを大きくすることができる。
　内外面シート１８，１９の両側縁２０，２１および前後端縁２２，２３を接合して袋体
２４の周縁を形成しているが、この接合する部分は、接合部２８の外側であれば、両側縁
２０，２１および前後端縁２２，２３に限ったものではない。すなわち、接合部２８と両
側縁２０，２１および前後端縁２２，２３との間で、内外面シート１８，１９を接合し、
周縁を形成することができる。
【００４７】
　図７～１０はこの発明の他の実施形態の体液処理用品１５を示したものである。これら
実施形態においては、接合部２８が第１の実施形態と異なり、他の部分は先の実施形態と
同様であるので、その構成要素については詳細な説明を省略する。
　図７は、前方第１通路３３を形成する複数の接合線４３、後方第１通路３４を形成する
複数の接合線４４、および第２通路３８を形成する複数の接合線４５をすべて縦中心線Ｐ
－Ｐにほぼ平行な線条で形成している。接合線４３は横方向Ｘにほぼ等間隔に並び、その
縦方向Ｙの寸法を等しくしている。接合線４４は横方向Ｘにほぼ等間隔に並び、縦方向Ｙ
の寸法が接合線４３よりも長く、かつ縦中心線Ｐ－Ｐに向かうほど長くなるようにしてい
る。接合線４５は、開口２５の縦方向Ｙの寸法よりも大きい寸法を有し、接合線４５と両
側縁２０，２１によって第２通路３８を形成している。第２通路３８の横方向Ｘの第２寸
法を、前後方第１通路３３，３４の第１寸法よりも大きくしている。
【００４８】
　後方第１通路３４を形成する接合線４４は縦中心線Ｐ－Ｐに向かって縦方向Ｙの寸法が
長くなるようにしているが、この接合線４４の長さが長くなれば、その分、これらによっ
て形成された通路における流れの抵抗が大きくなる。尿は、抵抗の小さい、すなわち、横
方向Ｘの寸法が大きい第２通路３８を優先的に流れ、抵抗の大きい後方第１通路３４には
流れ難くなる。この実施形態では、第２通路３８の抵抗が最も小さく、次に前方第１通路
３３、後方第１通路３４となっている。さらに、後方第１通路３４では、その横方向Ｘの
外側から縦中心線Ｐ－Ｐに向かって抵抗が大きくなっている。したがって、前後収容領域
２６，２７から前後方に向かって尿が流れるときには、第２通路３８に優先的に流れ、前
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後方第１通路３３，３４には流れ難くすることができる。
【００４９】
　この実施形態では、側方第１通路が形成されず、開口２５の横方向Ｘを接合線４５が覆
うようにしているので、横方向Ｘに向かって尿が移動した場合であっても、この尿が開口
２５から漏れるのを抑制することができる。接合線４４において、その長さを縦中心線Ｐ
－Ｐに向かって長くなるようにしているが、必ずしも長さを変化させる必要はなく、これ
ら接合線４４の長さがほぼ等しいものであってもよい。また、接合線４３と４４とが同じ
長さを有するものであってもよい。ただし縦中心線Ｐ－Ｐに向かうに従って接合線４４を
長くすることによって、縦中心線Ｐ－Ｐに近づくにつれて尿が流れ難くなり、縦中心線Ｐ
－Ｐ上に形成された開口２５に尿が逆流し難くなる。
【００５０】
　図８に示した実施形態では、前収容領域２６側に位置する第１接合線２９および第２接
合線３０によって前方第１通路３３を形成し、後収容領域２７側に位置する第１接合線２
９及び第２接合線３０によって後方第１通路３４を形成している。前後の第１および第２
接合線２９，３０の間には、これらを縦方向Ｙにつなぐ、第３接合線３１を形成している
。この実施形態では、前後方第１通路３３，３４の横方向Ｘの外側に第２通路３８が形成
される。すなわち、前方第１通路３３と両側縁２０，２１との間、後方第１通路３４と両
側縁２０，２１との間によってそれぞれ第２通路３８を形成している。
【００５１】
　第３接合線３１を形成することによって、開口２５の横方向Ｘにおいて側方第１通路が
形成されることがないので、横方向Ｘに尿が流れるような場合であっても、開口２５に尿
が漏れるのを抑制することができる。ただし、この第３接合線３１は必ずしも形成する必
要はなく、適宜、選択可能である。
【００５２】
　図９に示した実施形態では、体液処理用品１５の前収容領域２６側に位置する第１およ
び第２接合線２９，３０によって前方第１通路３３を形成し、後収容領域２７側に位置す
る第１および第２接合線２９，３０と、これら第１および第２接合線２９，３０から後収
容領域２７に向かって縦方向Ｙに延びる第３接合線３１によって後方第１通路３４を形成
している。
【００５３】
　後方第１通路３４を形成する第３接合線３１と両側縁２０，２１との間で第２通路３８
を形成している。
　縦方向Ｙに延びる第３接合線３１で後方第１通路３４を形成することによって、尿が流
れる通路を長くすることができ、後方第１通路３４の流れの抵抗を大きくすることができ
る。したがって、後方第１通路３４へ尿が流れ難くすることができる。
【００５４】
　図１０に示した実施形態では、体液処理用品１５の前収容領域２６側に第１および第２
接合線２９，３０によって前方第１通路３３を形成し、後収容領域２７側に第１および第
２接合線２９，３０と、さらに後収容領域２７に位置する第１および第２接合線４６，４
７とによって後方第１通路３４を形成している。第１および第２接合線２９，３０と、両
側縁２０，２１との間で第２通路３８を形成している。第１および第２接合線４６，４７
は、第１接合線２９，３０に離間して、縦方向Ｙの後収容領域２７側に形成される。この
ように第１および第２接合線を形成することによって、漏斗を二重にした構成となり、後
収容領域２７からの尿をより分散することができ、開口２５に戻ろうとする尿を少なくす
ることができる。
　第１および第２接合線４６，４７は、後収容領域２７側に一対形成しているが、これら
一対の第１および第２接合線が、縦方向Ｙに複数並んでいるようなものでもよいし、横方
向Ｘに複数並んでいるようなものであってもよい。いずれの場合であっても、接合線が増
えるほど、開口２５に戻ろうとする尿を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００５５】
【図１】おむつの斜視図。
【図２】おむつの展開平面図。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】体液処理用品の平面図。
【図６】（ａ）図５のＶＩ－ＶＩ線断面図。（ｂ）（ａ）と同様の模式図。
【図７】他の実施形態の平面図。
【図８】他の実施形態の平面図。
【図９】他の実施形態の平面図。
【図１０】他の実施形態の平面図。
【符号の説明】
【００５６】
　　１　　おむつ
　　２　　シャーシ
　　５　　前ウエスト域
　　６　　後ウエスト域
　　７　　クロッチ域
　１５　　体液処理用品
　１６　　孔
　１８　　内面シート
　１９　　外面シート
　２０　　側縁
　２１　　側縁
　２４　　袋体
　２５　　開口
　２６　　前収容領域（第１非接合領域）
　２７　　後収容領域（第１非接合領域）
　２８　　接合部
　３３　　前方第１通路
　３４　　後方第１通路
　３６　　第２非接合領域
　３８　　第２通路
　４０　　前吸液構造体
　４１　　後吸液構造体
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【図３】

【図４】

【図５】



(13) JP 2010-82256 A 2010.4.15

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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